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清
代
江
南
デ
ル
タ
佐
雑

「
分
防
」

考

太

田

出

は

じ

め

明
清
時
代
、
省
府
州
・
県
と
下
る
、
王
朝
国
家
の
行
政
系
列
の
最
末
端
に
位
置
し
た
州
県
制
度
に
つ
い
て
は
、
地
域
社
会
の
研

究
に
不
可
欠
な
課
題
と
し
て
、
す
で
に
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。
最
も
体
系
的
な
研
究
を
行
っ
た
塵
同
祖
氏

（寸戸田口
m
N
a
z
z
Q
E）
に
よ
れ
ば
、
県
に
は
正
印
官
の
知
県
（
正
七
品
）
、
佐
弐
官
の
県
丞
（
正
八
日
間
）
・
主
簿
（
正
九
品
）
の
ほ
か
、

（

l
）

（

2）
 

首
領
官
の
典
史
（
未
入
流
）
、
雑
職
の
巡
検
（
従
九
品
）
等
の
属
官
が
有
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
職
務
を
分
担
し
て
い
た
。
た
だ
し
知
県
を
除

く
佐
弐
官
・
首
領
官
・
雑
職
、
即
ち
「
佐
雑
」
（
以
下
、
佐
雑
と
略
す
る
）
に
つ
い
て
は
「
数
が
少
な
い
上
に
、
地
方
政
府
の
中
で
重

要
な
役
割
を
果
た
さ
な
か
っ
た
。
河
川
管
理
・
駅
伝
・
警
察
・
監
獄
な
ど
特
定
の
任
務
に
当
っ
た
者
を
除
き
、
彼
ら
の
殆
ど
は
取
る
に

足
ら
ぬ
、
時
と
し
て
何
を
し
て
い
る
か
わ
か
ら
ぬ
よ
う
な
任
務
し
か
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
」
［
後
掲
参
考
文
献

Q
忌
臼
／
一
二
頁
］
、
「
佐

雑
、
特
に
間
曹
或
い
は
冗
官
と
呼
ば
れ
た
佐
弐
は
地
方
政
府
で
殆
ど
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
」
［
同
二
二
頁
］
と
述
べ
、
州
県
の
佐
雑
、

25 

と
り
わ
け
佐
弐
宮
の
役
割
の
非
重
要
性
を
強
調
す
る
。
川
勝
守
氏
は
、
明
代
農
村
の
治
安
維
持
に
当
っ
た
巡
検
と
江
南
デ
ル
タ
市
鎮
の
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防
衛
機
能
と
の
関
係
を
検
討
す
る
な
か
で
、
明
末
の
巡
検
司
制
度
の
弛
緩
と
縮
小
を
指
摘
し
て
い
る

［
川
勝
訂
／
一

O
九
1
一
四
頁
］
0

と
こ
ろ
が
、
管
見
に
よ
れ
ば
、
清
中
期
以
降
江
南
デ
ル
タ
で
は
多
数
の
県
丞
・
主
簿
が
「
分
防
」
す
る
に
至
る
。
「
分
防
」
と
は
、

県
域
（
行
政
都
市
）
で
執
務
に
当
っ
て
い
た
佐
雑
が
、
県
城
を
離
れ
、
と
り
わ
け
明
中
期
以
降
農
村
社
会
に
族
生
し
た
市
鎮
に
移
駐
す

（

3）
 

る
こ
と
で
あ
る
。
川
勝
氏
の
指
摘
の
如
く
、
明
初
よ
り
「
分
防
」
し
た
巡
検
は
、
明
中
葉
以
降
そ
の
数
が
次
第
に
縮
小
さ
れ
る
傾
向
に

在
っ
た
が
、
清
代
に
も
な
お
一
定
数
が
「
分
防
」
し
続
け
た
こ
と
に
も
注
目
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
こ
の
よ
う
に
佐
雑
の
あ
り
方
に
注
目

す
べ
き
変
化
が
生
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
西
川
喜
久
子
氏
が
広
東
省
南
海
県
九
江
壁
の
主
簿
等
の
「
官
」
に

言
及
す
る

［
西
川
伺
］

の
を
除
け
ば
、
佐
弐
・
首
領
各
官
に
関
す
る
専
論
は
皆
無
で
あ
り
、
巡
検
に
つ
い
て
も
川
勝
氏
の
ほ
か
、
小
島

淑
男
・
弔
ア
章
義
・
漬
島
敦
俊
・
片
山
剛
の
諸
氏
に
よ
る
若
干
の
論
及
を
見
る
に
過
ぎ
な
い

［
小
島
町
、
す
凱
、
漬
島
郎
、
片
山
川
田
］
。

一
方
、
佐
雑
の
「
分
防
」
し
た
江
南
デ
ル
タ
市
鎮
に
つ
い
て
は
、
近
年
森
正
夫
氏
が
郷
鎮
志
を
分
析
し
、
編
纂
に
関
わ
っ
た
鎮
人
の

地
域
社
会
観
を
考
察
し
て
い
る
。
氏
は
①
清
代
の
郷
鎮
志
に
は
、
鎮
人
が
王
朝
国
家
の
行
政
系
列
へ
鎮
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
意
識

を
明
確
に
看
取
し
う
る
こ
と

［
森
川
田
／
六
八

i
七
一
頁
、
同
伺
／
一
八
四
頁
］
、
②
た
だ
し
あ
く
ま
で
市
鎮
が
行
政
系
列
の
外
側
に
位

置
す
る
が
ゆ
え
に
、
郷
鎮
志
の
編
纂
は
鎮
人
の
極
め
て
内
発
的
・
自
発
的
な
営
み
で
あ
っ
た
こ
と
、
③
編
纂
に
当
っ
た
読
書
人
た
ち
は
、

自
己
の
一
体
性
（
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
）
を
市
鎮
を
中
核
と
す
る
地
域
社
会
に
求
め
る
強
い
志
向
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
④
か
か
る
読

書
人
は
、
稲
田
清
一
氏
が
「
鎮
居
地
主
」
と
名
づ
け
た

［
稲
田
山
〕
、
市
鎮
を
中
核
と
す
る
地
域
社
会
に
密
着
し
て
活
動
す
る
生
監
層

に
比
定
し
う
る
こ
と

［
森
似
／
七

0
1
一
頁
］
等
を
指
摘
し
、
旧
中
国
の
地
域
社
会
認
識
を
鮮
明
に
描
き
出
し
た
。
ま
た
漬
島
敦
俊
氏

も
明
浩
江
南
デ
ル
タ
農
村
社
会
研
究
の
成
果
と
課
題
に
つ
い
て
整
理
し
、

社
会
H

「
郷
脚
」
の
世
界
は
、
商
人
・
生
員
層
が
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
る
社
会
で
あ
っ
た
と
明
言
す
る

一
六
世
紀
中
葉
以
降
市
鎮
を
中
核
と
し
て
形
成
さ
れ
た
地
域

［
漬
島
町
／
一
七
七
頁
］
0



小
稿
は
、
右
の
諸
先
学
の
研
究
に
触
発
さ
れ
つ
つ
、
清
代
江
南
デ
ル
タ
の
佐
雑
の
「
分
防
」

の
実
態
に
つ
い
て
、
市
鎮
を
中
核
と
す

る
地
域
社
会
と
の
関
わ
り
か
ら
考
察
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
試
み
は
、
前
稿
に
て
検
証
し
た
緑
営
の
武
官
の
場
合

清代江南デルタ佐雑「分防J考

〈漸江省〉

府「!iーl県丞l主講｜典史｜遺構
ト事興県J 1 I 1 I 1 I o 
事十秀本県J 1 I 1 I 1 I o 
ト嘉善県J 1 I 1 I 1 I o 
興れ毎 3盆州H 1 I 1 I 1 I o 
十平掛1県j 1 I 1 I 1 I 2 
府卜石門県J i I i I i I o 
卜桐郷県J 1 I o I 1 I 1 
ト・＇＂＇不主主店主 1 I 1 I 1 I z 
湖 l掃安県J 1 I 1 I 1 I 2 
ト長興県J i I 1 I i I 1 
州！？穂 .iii_県.1 i I i I i I 2 _ 
l式店県J i I i I i I o 
府十安＃県i 1 I o I 1 I o 
苧豊県1 1 I o I 1 I 1 

詑：:-1 ＇，~，~ I ~i:: I 11~:C，~ I：ぉ
〈江南デルタヨテ，.＿＆＞

' 言十 I 35/41 I 23;41 I •11•1 I 45/41 
言受 ""' 会事18'.4% I 56.1% I 100% I lC0.8% 

揖新隅県の県君主 名の駐街地は新陽県域では
なく、フιfl県章蒋寝楠鎮であったu
「設置半」については出（引を事問u

〔典拠〕蕗麿『松江府志』巻ー凹建置志、光絹

『蘇州府志』巻二公害、光紺『覇興府志1巻
λ公害、同拍 Ii胡州府志』春一七興地略ー公
贈を基礎とし、常州＂＂ 太倉州については各
州県；志を利問した口

表1 佐雑の定員数
〈江蘇省〉

府「!iー｜県丞lo主靖｜典史｜遇措

轄！l~：：f:fl1::!: 

=l~！I• 間 Z*I ~~1：~ I ~~：~ I 2:::0':: I ：：；~~ 
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［
太
田
悌
］

と
も
関
連
し
て
、
清
朝
国
家
権
力
が
市
鎮
本
体
、
あ
る

い
は
そ
れ
を
中
核
と
す
る
地
域
社
会
を
ど
の
よ
う
に
統
治
し
よ
う
と

し
た
の
か
、
ま
た
逆
に
市
鎮
住
民
は
如
何
に
国
家
権
力
と
関
わ
ろ
う

と
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

佐
雑
の
定
員
数
・

「
分
防
」
開
始
期
・
駐
笥
地

ま
ず
府
・
州
・
県
志
の
記
載
に
依
拠
し
て
、
佐
雑
の
定
員
数
に
つ

い
て
概
観
し
て
お
こ
う
。
表
ー
に
よ
れ
ば
、
江
南
デ
ル
タ
の
一
般
的

な
州
県
で
は
、
県
丞
一
名
（
設
置
率
八
五
・
四
%
）

（同一

O
O
%）

巡
検

名

江
蘇

%す典｝史

漸一
江名

七
八
・
六
%
）
が
設
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
た
だ
し
巡
検

に
は
若
干
の
地
域
差
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
江
蘇
省
松
江
府
青
浦
、

蘇
州
府
呉
・
旦
ハ
江
・
震
沢
、
常
州
府
宜
興
・
荊
渓
、
漸
江
省
湖
州
府

烏
程
・
帰
安
・
徳
清
の
如
き
太
湖
周
辺
の
諸
県
で
は
、
各
県

名
も
の
巡
検
が
設
置
さ
れ
る
の
に
対
し
、
山
間
部
の
湖
州
府
武
康
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佐雑の「分防j状況表2

府

一

県

官

名

一

関

抽

期

駐

割

地

－
iiii
ム’

i1
・

県

丞

一

乾

隆

平

間

県

城

↓

泊

出

鎮

一
華
亭
県
T
I
l
i
－－
1

1

T
間川川
r
h
H
I
l
l
－－
t
i
l
l
↓品川ー川
l
i
川
l
i
H
V
I
l
i
－－
l
l
1
1
1
4

：
一
3
l
z

，

一

巡

輪

一

清

初

一

平

林

舘

一

！

一

！

：

一

県

丞

一

同

約

五

年

〈

一

八

六

六

）

一

県

域

↓

四

百

鎮

一

一

婁

思

T
U山l
i
－
－
ー
は

T
削
止
1
1
1
ト
1
l
l
！
I
L
L
－
l
＋ム
ψ
1
f
i
l－
－
！
l
i
l
i
－－
I
l
i
－
－
ム

－
1

1

一

小

蒸

巡

横

一

清

初

一

岡

出

鎖

一

一
ト
！
J

一

県

丞

一

清

初

一

高

橋

鎖

↓

問

団

鎮

一

て
卒
賢
県
T
i
l
i
－－
1
汁
T
汁忙什
l
i
l
－
1
1
1
1
1
1
1
1
＋
l
l
山
h
i
M
l
L
U
U
H－－
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ム

一

1
i
一

巡

棋

士

福

相

一

市

踊

鎖

一

一一

ι
l
－

一

県

孟

一

清

初

一

持

出

鎖

一

一
金
山
県

l
川
1
1
1
1
1
止
1
丁
以
加
川
1
1
l
i
l
l
i
t
－－
1
1
＋
！
I
山川出
1
1
1！
l
i
l－
－
JE
－－
1
i
1
上

一－－

f

i

，

一

柳

橋

巡

横

一

清

初

一

揖

花

鎮

i
張
車
鎮
（
道
光
一
五
年
二

j
一

一

黄

浦

巡

検

一

清

初

一

間

打

鎮

一

一
上
海
県
一
し

h1
！一

ilp
一
i
l
l

－
呉
担
江
北
掛
か
小
渡
i
法

草

鎮

一

一

1
1
2
一

呉

世

温

性

一

清

初

一

パ

J

ベ
j
i
J
I
－i
f
i

一

一

一

！

i

J

1
一
i
i

一

（

草

隆

九

年

）

一

一
iiii
：
一
県
丞
一
同
泊
ム
ハ
守
（
一
八
六
七
）
一
県
城
↓
海
塘
外
泥
域
一

一
南
陸
府
知

l
i
i
1汁
リ
仕

T
市
比
I
r－－ト
i
f
i
l
i
－－
l
＋
品
川
川
l
i
川
Uυ

一れ
1
1
1
1
1
1
1
1
｛
1
1
よ

一
1
1
1
一

三

林

荘

巡

柚

一

清

初

一

間

浦

鎮

一

i
一

一

県

雫

一

転

隆

一

O
年

三

七

四

五

こ

県

域

↓

七

宝

鎮

一

1
一

主

将

浦

県

一

揖

山

道

鞍

一

清

初

一

安

H
i米
家

角

鎮

一

一

一

新

在

巡

検

一

清

初

一

旧

青

浦

損

i
f程
鎮
（
転
隆
明
〉
一

一

一

田

町

並

一

乾

降

一

一

年

（

一

七

四

六

〉

一

県

域

↓

本

調

鎮

一

一1
L

ム

、

一

光

福

巡

検

一

清

初

一

木

浩

鎮

l
t福
鎮
〈
位
陣
一
一
年
）
一

府一
l

J

1

一

角

頭

巡

検

一

清

初

一

桐

低

円

山

一

一

一

東

山

巡

検

一

清

初

一

洞

庭

東

山

一

一
ー
：
！
？
一
；
ι

一
1
d
i
ー一

i
l
l

－
呉
塔
村
1
4
m
H
j詰
壁

聞

一

一

長

淵

県

一

旦

ハ

塔

巡

棋

士

同

初

一

一

111吋’
1
1
1
l
i
－

－

一

一

l
i
l
－－

j
l
j
1
一
i
l
－

－

（

事

正

九

年

）

一

一一
J
l
i
I

－
正
江
青
県
丞
一
道
光
一
一
八
年
（
一
八
四
八
二
県
域

i
L
ハ

直

鎮

一

一
元
利
県
T
H
l
i
t
J引
斗
十
叩
1
1
1
ト卜
1
1
1
1
h
μ
Eド
＋
ム
川
！
l
i
l
正川
1
l
i
t一1
1
1
4
j
i
l
l
－上

一
j
1
1
一

国

荘

巡

検

一

清

初

士

ハ

直

鎮

↓

周

荘

鎮

（

乾

隆

二

六

年

）

一

一

毘

山

県

一

石

浦

巡

検

一

治

初

一

石

浦

鎮

↓

千

増

鎮

一

州

一

一

did
－
｛
：
一
一
；
：
一
、
：
’
P

白今、一
J

一
県
域
↓
六
直
鋲
↓
章
構
塘
館
一

！
？

1

L

一
丸
山
昆
新
県
耳
一
乾
隆
二
六
年
三
七
六
一
）
一
け
ハ
J

一
J

I

t

－－

i

一

一
新
陽
県
一

j

t

E

K

4

，y

一
1

1

ノf

’

一

ノ

一
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；
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湾
鎮
i
南
湖
鎮
（
曜
正
期
）
一

一

高

定

県

一

巡

横

士

市
m
初

一

i
川川什リ
l
汁
け
川
J

一

j
1
2

一

一

jelli
－－

1

4

1

一
t
i
－

－

↓

諸

星

鎖

（

位

隆

二

一

O
年

〉

一

－

－

一

一

県

丞

一

乾

隆

二

四

年

（

一

t
h九
〉
一
県
城
l
土

一

同

構

誼

ハ

一

－，－
O
玉
山
山
阻
町
一
＋
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相叫梓
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出
l

「
開
始
期
」
の
項
目
じ
「
治
初
」
と
あ
る
の
は
、
明
代
か
ら
の
継
杭
を
意
味
す
る
。
巡
検

は
す
べ
て
「
清
初
」
に
品
該
当
す
る
u

出
2

1は
移
駐
を
車
味
す
る
。

〔
典
拠
〕
嘉
豊
『
松
江
府
志
』
春
一
四
建
置
志
、
光
紺
『
蘇
州
府
志
』
春
一
公
害
、
光
緒

『
嘉
興
府
志
』
巷
L

ハ
公
苫
、
同
拍
『
湖
州
府
志
』
春
一
七
興
地
時
を
基
礎
と
し
、
各
州
県

志
お
よ
び
郷
鎖
t
官
官
事
閉
山
し
て
作
成
し
た
。



安
吉
等
の
諸
県
で
は
全
く
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
川
勝
氏
の
指
摘
し
た
、
江
南
デ
ル
タ
農
村
に
お
け
る
主
要
な
防
衛
施
設
H
水

柵
と
巡
検
と
の
密
接
な
関
わ
り
を
想
起
さ
せ
よ
う
。
主
簿
は
約
半
数
の
州
県
に
設
置
さ
れ
（
同
五
六
・

一
%
）
、
松
江
府
華
亭
・
婁
、

蘇
州
府
呉
・
長
洲
・
元
和
な
ど
府
城
に
附
郭
の
県
や
、
松
江
府
上
海
県
と
い
っ
た
グ
大
県
μ

に
置
か
れ
た
。
塵
氏
の
指
摘
の
如
く
、
糧

務
・
水
利
な
ど
行
政
事
務
の
繁
雑
な
州
県
を
中
心
に
か
上
か
ら
d

の
論
理
で
設
置
さ
れ
た
か
に
見
え
る
の
で
あ
る

E
Y
C
臼
／
一
一

i

「
官
」
し
か

二
頁
］
。
州
県
に
常
置
さ
れ
る
佐
雑
は
ほ
ぼ
以
上
に
尽
き
る
か
ら
、

清代江南デルタ佐雑「分防j考29 

県丞・主簿の「分防J開始期表3

4

3

2

 

「
分
防
」
開
始
件
数

o+; i81l 1700～In5 172fi～mo  11s1～1775 177fi～1間0 1削 1-1825 18?5-18ち0 18.~ I～IR75 1n6-l別問

附腎

※ 江南デルタでは県丞二三名 主担率四名が「分防」したが、そのうち開始期の詳細が判明するの

は 県丞 八名、主簿二名である。これら二C名のほカ 「位隆M」とある溺初判府帰安主簿一名を
17?E I落正四年） 1万年（乾隆15~ ）に、 l•l豊初」とある太倉付宝山主偽名を18可 I I成暫元
年I-Irn年（光緒元年）に含めた上でグラフ化したι

一
州
県
に
は
知
県
を
含
め
て
も
僅
か
に
一
二
l
七
名
の

（

5）
 

存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
佐
雑
の
う
ち
、
明
代
か
ら
「
分
防
」
し
て
い
た
も
の

お

よ
び
清
代
に
「
分
防
」
し
た
も
の
を
抽
出
・
整
理
し
た
の
が
表
2
で
あ
る
。

こ
の
表
か
ら
以
下
の
知
見
を
得
ら
れ
る
。
①
「
分
防
」
し
た
佐
雑
は
県
丞
二

三
名
、
主
簿
四
名
、
巡
検
四
六
名
の
計
七
三
名
で
あ
っ
た
。
当
時
江
南
デ
ル

タ
に
は
四
一
個
の
州
県
が
あ
っ
た
か
ら
、
農
村
部
に
は
行
政
都
市
数
に
二
倍

す
る
「
官
」

の
駐
街
地
点
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
。
②
県
丞
は
三
五
名
の

う
ち
、
実
に
二
三
名
（
六
五
・
七
%
）
が
「
分
防
」
し
た
。
主
簿
の
「
分
防
」

数
は
遠
く
県
丞
の
そ
れ
に
及
ば
ぬ
が
、
四
例
の

「
分
防
」
を
確
認
で
き
た
。

③
県
丞
・
主
簿
の

の
開
始
期
を
分
析
す
る
た
め
、
開
始
期
を
西
暦

「
分
防
」

で
横
軸
に
、
「
分
防
」
開
始
件
数
を
縦
軸
に
と
っ
て
グ
ラ
フ
化
す
る
と

（表

3
て

一
七
二
六
i
七
五
年
に
一
二
名
の
県
丞
・
主
簿
（
四
四
・
四
%
）
が
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「
分
防
」
し
始
め
る
こ
と
が
わ
か
る
。
具
体
的
に
は
、
乾
隆
一

O
年
（
一
七
四
五
）

の
青
浦
県
丞
か
ら
同
三
九
年
（
一
七
七
四
）

の
長

興
県
丞
ま
で
、
約
三

0
年
間
に
「
分
防
」
開
始
期
が
集
中
し
て
い
る
の
で
、
県
丞
・
主
簿
の
「
分
防
」
は
乾
隆
前
中
期
に
顕
著
で
あ
っ

た
と
一
百
っ
て
よ
い
。

一
八
五
一

i
七
五
年
の
戚
塑
・
問
治
期
に
も
や
や
多
く
確
認
さ
れ
る
。
な
お
県
丞
・
主
簿
と
も
に
蘇
州
府
盛
沢

鎮
・
章
練
塘
鎮
な

E
大
型
市
鎮
へ
の
「
分
防
」
が
卓
越
し
て
い
る
。
④
巡
検
は
明
制
を
承
襲
し
た
清
代
で
も
一
つ
の
例
外
（
巴
城
巡
検
）

を
除
い
て
「
分
防
」
し
て
い
た
。
そ
の
主
な
駐
街
地
は
漬
島
氏
の
指
摘
ど
お
り
突
通
の
要
所
や
市
鎮
で
あ
る
が

［
漬
島
田
／
二
一
頁
〕

江
南
デ
ル
タ
で
は
県
丞
・
主
簿
と
同
様
、
湖
州
府
南
淳
鎮
な
ど

E
大
市
鎮
の
例
が
圧
倒
す
る
。
⑤
典
史
は
「
分
防
」
の
例
を
全
く
見
出

せ
な
い
。
明
清
時
代
を
通
じ
て
常
時
県
城
に
駐
し
た
と
判
断
し
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。
こ
れ
は
職
務
の
特
殊
性
、
即
ち
監
獄
の
囚
人
の

稽
査
な
ど
監
獄
行
政
を
主
務
と
し
た
こ
と

［
の
同
阿
佐
臼
／
九
頁
］
と
密
接
に
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
清
代
江
南
デ
ル
タ
の
県
丞
・
主
替
は
乾
隆
前
中
期
以
降
、
県
城
を
離
れ
巨
大
市
鎮
へ
と
「
分
防
」
す
る
傾
向
に
在
っ
た
。
巡

検
は
も
と
よ
り
、
県
丞
・
主
簿
ま
で
が
「
分
防
」
す
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
州
県
制
度
に
お
け
る
佐
弐
官
と
雑
職
の
位
置
づ
け
を
考
え

る
と
き
注
意
を
要
す
る
点
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
佐
弐
官
の
「
分
防
」
が
職
務
の
変
容
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
以
前
よ

り
「
分
防
」
し
て
い
た
巡
検
の
職
務
に
も
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
容
易
に
想
起
せ
し
め
る
か
ら
で
あ
る
。

佐
雑
の
管
轄
区
域
と
州
県
の
領
域

本
章
で
は
、
ま
ず
「
分
防
」
し
た
県
丞
・
主
簿
・
巡
検
が
管
轄
区
域
を
有
し
た
か
否
か
を
問
い
、
次
に
そ
の
管
轄
区
域
の
設
定
基
準
、

州
県
の
領
域
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

最
初
に
松
江
府
青
浦
県
七
宝
鎮
に
「
分
防
」
し
た
青
浦
県
丞
の
場
合
を
検
討
し
て
み
る

（表
4
③
）
。
該
県
丞
は
青
浦
県
の
三
十
五
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保
一
区
・
二
区
の
図
一
一
個
、
三
十
四
保
四
区
の
図
一
個
を
「
管
轄
」
し
た
ほ
か
、
婁
県
の
一
二
十
五
保
一
区
の
図
九
個
、
二
区
の
図
七

個
、
上
海
県
の
二
十
九
保
の
図
二
個
を
「
兼
轄
」
し
て
い
た
。
「
管
轄
」
「
兼
轄
」
と
あ
る
か
ら
、
該
県
丞
は
管
轄
区
域
を
有
し
た
と
断

定
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
同
様
の
記
載
を
方
志
中
に
求
め
る
と
、
県
志
に
県
丞
一
名
、
巡
検
一
名
、
郷
鎮
志
に
県
丞
三
名
、
主
簿
二
名
、

巡
検

一
名
、
あ
わ
せ
て
一
九
名
の
例
を
確
認
で
き
る

（表
4
）
。
こ
れ
ら
の
記
事
に
も
「
管
轄
」
「
所
轄
」
「
分
管
」
等
の
文
言
が
見

え
る
か
ら
、
各
佐
雑
が
管
轄
区
域
を
有
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
管
轄
区
域
は
当
該
佐
雑
の
固
有
な
い
し
特
殊
な

状
況
と
し
て
は
語
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
特
に
管
轄
区
域
を
記
載
せ
ず
と
も
、
管
轄
区
域
を
有
し
た
と
推
定
で
き
る
「
分
防
」
の
佐
雑

も
若
干
見
出
さ
れ
る
か
ら

（
後
述
す
る
上
海
県
黄
浦
巡
検
な
ど
て
他
の
「
分
防
」
の
佐
雑
も
管
轄
区
域
を
有
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
佐
雑
の
管
轄
区
域
は
ど
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
た
だ
ろ
う
か
。
表
4
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
①
測
橋
巡
検
は
、
金
山
県
の
背
浦
郷

（

6）
 

六
保
一
一
区
i
二
区
の
図
二
一
個
、
仙
山
郷
七
保
二
区
の
図
八
個
、
合
計
二

O
個
の
「
図
」
を
管
轄
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
図
」

（
な
い
し
「
保
」
）
を
単
位
と
し
て
管
轄
区
域
を
設
定
す
る
例
は
、
他
に
も
＠
青
浦
県
承
⑤
婁
県
小
蒸
巡
検

ω嘉
定
県
諸
程
巡
検
⑩
上
海

県
呉
淑
巡
検
な
ど
に
見
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
「
図
」
を
さ
ら
に
区
分
す
る
「
庁
」
を
基
準
と
し
て
管
轄
区
械
を
設
定
す
る
場
合
も

あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
例
が
⑥
呉
江
県
丞
で
、
西
腸
・
充
字
・
東
腸
・
大
適
・
大
飽
の
五
庁
の
み
を
管
轄
し
て
い
た
。
⑥
呉
江
県
沿
湖

巡
検
⑨
震
沢
県
乎
望
巡
検
も
管
下
の
「
苛
」
の
合
計
数
を
記
す
か
ら
、

二
巡
検
の
管
轄
区
域
が
「
庁
」
で
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
推

測
せ
し
め
る
。
後
者
の
場
合
、
「
平
望
鎮
志
』
巻
一
官
舎
で
は
「
都
」
で
管
轄
区
域
を
設
定
す
る
が
、
同
鎮
志
巻
一
一
瞳
域
で
は
「
汗
」

を
用
い
て
管
轄
区
域
を
接
す
る
他
の
巡
検
と
の
境
界
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
は
実
際
に
「
都
」
で
は
な
く
「
汗
」
ご
と
に
管
轄
区
域

を
設
定
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
一
般
に
佐
雑
の
管
轄
区
域
は
広
大
で
、
す
べ
て
の
「
汗
」
を
列
挙
す
る
こ

と
は
煩
雑
で
あ
っ
た
た
め
、
「
都
」
「
図
」
を
用
い
て
そ
の
概
略
を
示
し
て
お
き
、
他
の
佐
雑
と
の
交
界
地
帯
に
つ
い
て
の
み
「
汗
」
ご



と
に
管
轄
の
所
在
を
記
載
し
た
も
の
と
推
定
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
管
轄
区
域
を
「
汗
」
で
設
定
す
る
と
同
時
に
、
管
下
の

（

7）
 

「
村
」
ま
で
も
明
示
す
る
例
が
見
出
さ
れ
る
。
⑧
帰
安
主
簿
の
場
合
、
管
轄
す
る
「
村
」
は
順
荘
編
里
法
で
編
成
さ
れ
た
行
政
村
で
記

さ
れ
て
い
る
。
⑥
元
江
青
県
品
川
⑤
元
昆
新
県
承
⑤
周
荘
巡
検
も
「
村
」
を
列
挙
す
る
が
、
行
政
村
か
自
然
村
か
は
判
然
と
し
な
い
。

か
よ
う
な
管
轄
区
域
の
設
定
は
、
筆
者
が
緑
営
の
「
前
」
の
管
轄
区
域
に
つ
い
て
検
証
し
た
設
定
基
準
と
地
理
的
環
境
（
地
形
の
差

異
、
緊
落
形
態
の
相
違
）
と
の
関
わ
り
｜
l
高
郷
（
東
部
微
高
地
）
で
は
「
図
」
、
太
湖
周
辺
の
低
郷
（
西
部
汗
団
地
帯
）
で
は
「
庁
」

清代江南デルタ佐雑「分防J考

を
基
準
に
管
轄
区
域
を
設
定
す
る
！
i

を
佐
雑
に
も
適
応
し
う
る
こ
と
を
示
唆
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
［
太
田
開
／
三
六
j
七
頁
］
。

な
ぜ
な
ら
「
図
」
や
「
保
」
を
基
準
に
管
轄
区
域
を
明
示
す
る
①
柳
橋
巡
検
な
ど
は
高
郷
に
、

一
方
「
庁
」
で
管
轄
区
域
を
設
定
す
る

③
呉
江
県
丞
な
ど
は
低
郷
に
そ
れ
ぞ
れ
位
置
す
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
低
郷
で
「
村
」
を
も
明
示
す
る
場
合
が
見
ら
れ
る
の
は
（
高

郷
で
は
確
認
さ
れ
ぬ
）
、
土
地
標
記
の
た
め
の
「
汗
」
を
用
い
て
空
間
を
分
割
し
な
が
ら
も
、
自
然
村
な
い
し
行
政
村
が
「
図
」
や
「
汗
」

を
跨
い
で
集
村
を
形
成
す
る
た
め
、
「
村
」
を
明
示
し
た
方
が
管
轄
区
域
の
明
瞭
化
に
都
合
が
よ
い
こ
と
、
佐
雑
の
職
務
が
保
甲
の
編

排
な
ど
治
安
と
深
い
つ
な
が
り
を
有
し
（
後
述
）
、
グ
人
H
H
一
戸
口
の
掌
握
を
主
た
る
目
的
と
す
る
こ
と
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

佐
雑
の
管
轄
区
域
も
、
緑
営
の
「
渦
」
と
同
様
、
地
理
的
環
境
に
応
じ
て
設
定
の
基
準
が
異
な
っ
て
い
た
と
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
か
か
る
方
法
で
設
定
さ
れ
た
佐
雑
の
管
轄
区
域
は
、
ど
の
よ
う
に
州
県
の
領
域
を
分
割
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
比

較
的
詳
細
な
状
況
の
判
明
す
る
州
県
を
例
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

〔
松
江
府
上
海
県
〕

⑮
上
海
県
呉
滋
巡
検
に
関
す
る
記
事
に
よ
れ
ば
、
乾
隆
三
二
年
（
一
七
六
七
）
以
前
の
上
海
県
は
呉
淑
・
黄
浦
の

二
巡
検
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
て
い
た
。
た
、
だ
し
二
巡
検
の
管
轄
区
域
が
上
海
県
全
域
を
完
全
に
蔽
う
も
の
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
ど
こ
ま

33 

で
厳
密
に
設
定
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
乾
隆
三
二
年
に
至
る
と
、
呉
滋
巡
検
回
天
鮮
の
提
案
に
よ
っ
て
県
丞
・
主
簿
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を
も
加
え
た
上
で
再
分
割
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
上
海
県
は
県
承
二
・
主
簿
一

巡
検
二
に
よ
っ
て
四
つ
の
グ
空
間
μ

に
分
割
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
他
県
で
も
同
様
に
③
青
浦
県
丞
に
「
そ
の
他
〔
の
図
〕

は
諸
程
巡
検
〔
の
管
轄
〕
に
属
す
る
」
、
⑥
元
江
青
県
丞
に
も

「
そ
の
他
の

〔
青
浦
県
の
〕
図
は
澱
山
巡
検
の
管
轄
に
属
す
る
」
な
ど
の
文
言
を
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
各
佐
雑
の
間
で
の
管
轄
区

域
の
分
割
が
見
ら
れ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
の
管
轄
区
域
が
空
間
的
に
連
続
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
こ

（

8）
 

で
注
目
す
べ
き
は
⑮
の
上
海
県
の
記
事
に
登
場
す
る
県
丞
・
主
簿
の
場
合
、
依
然
と
し
て
「
分
防
」
せ
ず
県
城
に
駐
在
し
て
い
る
点
で

あ
る
。
つ
ま
り
上
海
県
で
は
乾
隆
三
二
年
を
境
に
、
県
城
に
駐
す
る
県
丞
・
主
簿
で
あ
れ
、
城
外
に
駐
す
る
巡
検
で
あ
れ

l
i
「
分
防
」

す
る
や
否
ゃ
に
か
か
わ
ら
ず

i
［
、
一
定
の
空
間
を
管
轄
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
（
県
城
に
駐
す
る
典
史
に
つ
い
て
は
不
明
）
。

か
よ
う
な
事
例
は
現
在
の
と
こ
ろ
上
海
県
以
外
に
見
出
し
え
て
い
な
い
が
、

一
方
で
県
丞
・
主
簿
・
巡
検
が
す
べ
て
「
分
防
」
し
て
管

轄
区
域
を
有
し
た
と
判
断
で
き
る
例
（
宝
山
・
秀
水
・
嘉
善
・
帰
安
）
も
若
干
な
が
ら
確
認
し
う
る
か
ら
、
他
に
も
県
内
の
全
て
の
佐

雑
が
管
轄
区
域
を
有
す
る
場
合
が
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

〔
松
江
府
青
浦
県
〕

（

9）
 

松
江
府
青
浦
県
の
県
域
は
六
名
の
佐
雑
に
よ
っ
て
完
全
に
分
割
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
青
浦
県
丞
（
七
宝

長真

－
新
淫
巡
検
（
章
堰
鎮
）

・
澱
山
巡
検
（
朱
家
角
鎮
）

・
典
史
（
県
城
）

の
四
名
は
青
浦
県
の
佐
雑
で
あ
る
が
、
元
江
青
県
丞

（
章
一
練
塘
鎮
）

－
諸
翠
巡
検
（
諸
翠
鎮
）

は
そ
れ
ぞ
れ
元
利
県
・
嘉
定
県
の
佐
雑
で
あ
っ
た
か
ら
、
青
浦
県
の
西
・
東
北
の
交
界
地
帯

は
隣
県
の
佐
雑
の
管
轄
に
委
ね
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
青
浦
主
簿
は
県
城
に
駐
観
し
て
管
轄
区
域
を
有
し
て
い
な
い
。

さ
て
、
こ
こ
か
ら
二
つ
の
興
味
深
い
事
実
が
判
明
す
る
。
第
一
に
、
典
史
が
管
轄
区
域
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
一
意
で
検
討
し

（日）

た
如
く
典
史
は
「
分
防
」
し
な
か
っ
た
が
、
青
浦
県
の
場
合
、
城
内
・
関
廟
に
管
轄
区
域
を
有
し
た
の
で
あ
る
。
当
然
に
全
て
の
典
史

が
管
轄
区
域
を
有
し
た
と
即
断
す
る
の
は
危
険
だ
が
、
後
述
の
呉
江
・
震
沢
両
県
の
典
史
も
管
轄
区
域
を
有
す
る
こ
と
、
県
丞
・
主



簿
・
巡
検
の
管
轄
区
域
に
城
内
を
含
む
例
を
見
な
い
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
典
史
が
城
内
を
管
轄
し
た
可
能
性
は
高
い
か
も
し
れ
な
い
。

第
二
に
、
佐
雑
の
管
轄
区
域
が
複
数
の
州
県
（
な
い
し
府
）
に
跨
る
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
例
は
右
の
元
江
青
県
丞
（
表
4
⑥）

諸
翠
巡
検
（
同
①
）

の
み
な
ら
ず
、
表
4
の
＠
青
浦
県
承
⑤
元
昆
新
県
丞
⑤
一
澱
山
巡
検
の
い
ず
れ
も
二
、
一
二
の
県
に
跨
っ
て
管
轄
区
域

を
有
し
て
い
る
。
⑥
元
江
青
県
丞
に
至
っ
て
ほ
、
本
来
の
新
陽
県
内
で
は
な
く
元
和
県
章
練
塘
鎮
に
駐
翻
す
る
上
、
元
和
・
呉
江
・
青

浦
の
三
県
に
跨
っ
て
管
轄
区
域
を
有
し
た
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
一
種
奇
妙
な
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
佐
雑
は
一
州
県
の
「
官
」

清代江南デルタ佐雑「分防」考

で
あ
る
以
上
、
そ
の
直
接
に
権
限
を
行
使
し
う
る
ρ
空
間
d

も
自
ず
と
該
県
内
部
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
一
般
に
は
判
断
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
な
ぜ
佐
雑
の
管
轄
区
域
が
府
・
州
・
県
を
跨
ぐ
の
か
に
つ
い
て
十
分
な
解
釈
を
示
し
え
な
い
が
、

①
澱
山
巡
検
の
職
務
に
関
す
る
断
片
的
な
記
述
が
一
つ
の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
即
ち
「
醇
澱
・
蓮
子
両

湖
の
私
塩
を
取
締
る
。
〔
青
浦
〕
県
西
部
の
一

O
二
個
の
図
の
盗
案
に
つ
い
て
も
パ
ト
ロ
ー
ル
や
犯
人
の
逮
捕
を
行
わ
せ
、
昆
山
県
金

（込

区
の
三
個
の
図
も
あ
わ
せ
管
轄
さ
せ
る
」
と
あ
っ
て
、
「
私
塩
」
「
盗
案
」
と
い
う
具
体
的
な
目
的
を
語
る
。
巡
検
の
職
務
か
ら
す
れ
ば
、

パ
ト
ロ
ー
ル
や
犯
人
の
追
捕
は
当
然
で
あ
る
が
、
か
か
る
治
安
に
関
わ
る
職
掌
は
そ
の
性
格
上
汐
人
μ

の
管
理
を
最
大
の
目
的
と
す
る

た
め
、
府
・
州
・
県
の
行
政
領
域
は
必
ず
し
も
有
効
な
も
の
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
。
特
に
境
界
に
大
型
市
鎮
｜
｜
右
の
章
練
塘
鎮
は

そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
ろ
う
ー
ー
が
立
地
す
る
場
合
に
は
尚
更
で
あ
っ
た
ろ
う
。
人
や
物
資
は
市
鎮
を
起
点
に
放
射
状
に
移
動
・
往
来

し
た
は
ず
で
あ
り
、
犯
罪
も
市
鎮
本
体
よ
り
も
む
し
ろ
交
通
路
上
を
販
運
さ
れ
る
財
貨
を
狙
っ
て
発
生
す
る
に
相
違
な
い
か
ら
で
あ
る
。

移
動
せ
ぬ
グ
土
地
μ

の
掌
握
、
即
ち
確
実
な
土
地
税
の
徴
収
を
最
大
の
目
的
の
一
っ
と
す
る
州
県
の
行
政
領
域
と
、
頻
繁
に
移
動
を
繰

り
返
す
万
人
μ

の
管
理
に
重
点
を
置
く
治
安
上
の
管
轄
区
域
と
の
聞
に
ρ

空
間
H

的
な
ズ
レ
を
生
じ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
当
然
の
こ

35 

と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
む
し
ろ
目
的
に
応
じ
て
柔
軟
に
管
轄
区
域
を
設
定
し
え
た
こ
と
、
そ
れ
自
体
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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〔
蘇
州
府
呉
江
県
・
震
沢
県
〕

乾
隆
一
一
年
（
一
七
四
六
）
頃
、
呉
江
県
に
は
県
丞
（
盛
沢
鎮
）
・
主
簿
・
典
史
（
以
上
、
県
城
）
・
同

里
巡
検
（
同
里
鎮
）
・
沿
湖
巡
検
（
察
里
鎮
）
、
震
沢
県
に
は
県
丞
・
典
史
（
以
上
、
県
城
）
・
震
沢
巡
検
（
震
沢
鎮
）
・
平
望
巡
検
（
平

（辺

の
計
九
名
の
佐
雑
が
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
城
内
の
呉
江
主
簿
・
震
沢
県
丞
は
管
轄
区
域
を

乾隆九年（1744)

戸 37567 口 140009

戸 1744R 日 68638

戸 35683 日明） 55008 

（女） 69973 

口（男） 53186 

（女） 61309 

呉江県分防l'f，丞｜盛沢鎮 ｜ 管轄なし ｜ 戸 4436 ｜仁1 16682 

呉江県典史｜儀門外出 I 戸 4495 I 戸 4556 1口 21882 

震沢県典史 ll早域内 I 戸 4386 I 戸 4386 1口（男） 5553 
fl （女） 6910 

呉江・震沢両県の佐雑の管轄戸口数

7骨湖巡検

同里巡検

平望巡検

薙 1E九年（1731)

戸 31970

戸 12591

戸 23907

尉富＂ j也

萱櫨鎮→繋皇鎮

同盟鎮

平望委員

表5

F玄 35907戸 25395震沢鎮震沢巡検

望
鎮
）
有
さ
ぬ
か
ら
、
従
来
ど
お
り
糧
務
・
水
利
な
ど
県
内
行
政
の
一
部
を
分
担
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。

一
方
、
他
の
佐
雑
は
全
て
管
轄
区
域
を
有
し
、
そ
の
管
轄
区
域
も
両
県
が
低
郷
に
位
置
す
る
と
い

う
地
理
的
環
境
に
対
応
し
て
、
決
し
て

（日）
っ
た
。

「
図
」
で
は
な
く
「
汗
」
に
ま
で
及
ぶ
詳
細
な
も
の
で
あ

来→は移駐を意味する

〔典拠〕乾隆『呉江県古、』巻五戸仁川、乾隆『点沢県志』巻l哩戸口

加
え
て
両
県
で
は
、
佐
雑
に
よ
る
万
人
μ

の
管
理
、
即
ち
管
轄
区
域
内
の
戸
口
数
も
判
明
す
る

（表
5
）
。
落
正
九
年
（
一
七
三
一
）
、
両
県
は
初
め
て
本
格
的
な
保
甲
の
編
排
を
実
行
し

（

U）
 

数
を
確
認
し
た
。
そ
れ
は
佐
雑
聞
の
「
戸
」
の
分
担
管
理
を
実
行
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
「一戸」

の
時
点
で
管
轄
区
域
H
P空
間
μ

の
分
割
を
伴
っ
た
か
ど
う
か
判
然
と
し
な
い
が
、
十
推
正
年
間
に

す
で
に
佐
雑
間
で
「
戸
」

の
分
担
管
理
の
動
き
が
見
ら
れ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
乾
隆
九

年
（
一
七
四
四
）
に
は
、
呉
江
知
県
丁
一
冗
正
が
保
甲
を
再
編
し

（日）

を
も
把
握
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
従
っ
て
、
県
志
に
記
載
の
戸
口
数
は
保
甲
冊
の
作
成
に
関
わ
っ

「
戸
」
数
の
み
な
ら
ず
「
口
」
数

て
確
認
さ
れ
た
も
の
と
判
断
し
て
よ
か
ろ
う
。
以
上
、
乾
隆
一
一
年
ま
で
に
呉
江
県
丞
や
各
巡
検

は
盛
沢
鎮
・
平
望
鎮
・
同
里
鎮
な
ど
巨
大
市
鎮
に
駐
し
て
該
鎮
本
体
と

（
若
干
の
小
鎮
・
大
市
等

を
含
む
）
後
背
地
農
村
を
、
両
県
の
典
史
は
城
内
に
駐
し
て
県
城
内
と
関
廟
或
い
は
県
城
に
比
較



（通

的
近
い
農
村
を
、
そ
れ
ぞ
れ
ρ
人
グ
グ
空
間
μ

と
も
に
分
割
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
図
式
を
描
き
う
る
の
で
あ
る
。
な
お
表

5
で
興
味
深
い
の
は
、
落
正
九
年
（
一
七
三
一
）

i
乾
隆
九
年
（
一
七
四
四
）

の
一
三
年
間
に
、
農
村
部
の
「
戸
」
数
が
大
幅
に
増
加

し
た
こ
と
で
あ
る
。
典
史
の
管
轄
す
る
都
市
部
の
コ
戸
」
数
が
ほ
ぼ
横
這
い
な
の
に
対
し
、
各
巡
検
の
管
轄
区
域
の
そ
れ
は
五
千
弱
か

ら
一
万
二
千
ほ
ど
も
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
農
村
部
の
「
戸
」
数
の
増
加
が
何
に
起
因
す
る
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
盛
沢
鎮
・
平
望

鎮
等
の
市
鎮
本
体
に
向
か
っ
て
他
県
の
農
民
が
流
入
し
た
結
果
と
の
推
測
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

清代江南デルタ佐雑「分防」考

以
上
、
州
県
の
領
域
と
佐
雑
の
管
轄
区
域
の
関
係
を
整
理
す
る
と
、
⑦
「
分
防
」
す
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
県
域
が
全
て
の
佐
雑
（
典

史
は
不
明
）
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
る
場
合
（
上
海
）
、
④
典
史
を
除
く
佐
雑
す
べ
て
が
「
分
防
」
し
て
県
域
を
分
割
す
る
場
合
（
宝

山
・
秀
水
・
嘉
善
・
帰
安
）
、
＠
県
丞
な
い
し
主
簿
は
「
分
防
」
せ
ず
管
轄
区
域
も
有
さ
な
い
が
、
他
の
佐
雑
が
県
域
を
分
割
す
る
場

合
（
青
浦
・
呉
江
・
震
沢
の
諸
県
）
、
以
上
の
三
タ
イ
プ
に
分
類
で
き
た
。
た
だ
し
佐
雑
の
管
轄
区
域
が
必
ず
し
も
州
県
の
領
域
内
で

完
結
し
て
い
な
い
こ
と
は
上
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
で
は
こ
の
よ
う
に
管
轄
区
域
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
佐
雑
の
職
務
は
、
そ
れ
以

前
に
比
較
し
て
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
次
章
で
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

佐
雑
の
「
分
間
」
と
江
南
デ
ル
タ
市
鎮
住
民

「
分
防
」
す
る
佐
雑
の
う
ち
、
巡
検
の
職
務
に
つ
い
て
は
、
川
勝
氏
が
水
柵
な
ど
市
鎮
の
防
衛
機
能
と
の
関
わ
り
か
ら
考
察
し
て
い

マ
マ
（
立

る
。
氏
は
①
巡
検
は
宋
・
元
・
明
・
清
の
四
時
代
に
州
県
の
巡
濯
・
盗
賊
の
檎
捕
を
掌
っ
た
兵
部
系
統
の
地
方
街
門
の
末
端
で
あ
っ

た
、
②
明
の
嘉
靖
・
万
暦
以
降
、
巡
検
の
数
は
全
国
的
に
縮
小
傾
向
に
在
っ
た
、
③
江
南
デ
ル
タ
市
鎮
の
巡
検
も
管
下
の
弓
兵
の
勅
索

37 

等
を
理
由
に
規
模
の
縮
小
が
見
ら
れ
た
、
④
一
方
で
巡
検
の
必
要
性
も
認
め
ら
れ
、
巡
検
本
人
或
い
は
市
鎮
住
民
・
徽
州
商
人
ら
の
努



38 

力
に
よ
り
街
門
の
維
持
が
図
ら
れ
た
と
述
べ
、
巡
検
司
制
度
の
縮
小
・
弛
緩
を
前
提
に
市
鎮
住
民
の
自
治
意
識
の
萌
芽
が
見
ら
れ
た
と

結
論
す
る
。
即
ち
市
鎮
住
民
白
治
に
よ
る
市
鎮
防
衛
像
を
強
調
し
た
の
で
あ
る

［
川
勝
訂
／
一

O
九
1
一
四
頁
］
。
ま
た
江
南
デ
ル
タ

の
池
主
佃
戸
制
の
展
開
を
考
慮
す
る
時
、
佃
戸
の
抗
租
・
欠
租
と
官
憲
の
関
係
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
漬
島
氏

が
地
主
の
収
奪
シ
ス
テ
ム
の
一
部
を
な
す
巡
検
に
論
及
す
る
ほ
か

［
漬
島
田
／
一
二

l
三
頁
］
、
小
島
氏
も
清
末
の
官
憲
・
地
主
一
体

の
収
租
シ
ス
テ
ム
H
追
租
局
を
論
ず
る
中
で
、
佐
雑
が
追
租
局
の
業
務
を
担
当
し
た
と
指
摘
す
る
［
小
島
町
／
三
一
八
i
二
六
頁
］
0

以
上
、
諸
先
学
の
研
究
を
整
理
す
る
と
、
主
に
明
代
市
鎮
の
防
衛
機
能
な
い
し
清
末
の
収
租
維
持
シ
ス
テ
ム
の
解
明
と
い
う
視
点
か

ら
巡
検
の
職
務
が
検
討
さ
れ
て
き
た
と
言
え
る
。
で
は
こ
れ
ら
諸
研
究
の
は
ざ
ま
に
位
置
す
る
清
中
期
に
巨
大
市
鎮
に
「
分
防
」
し
か

つ
管
轄
区
域
を
有
し
た
佐
雑
は
如
何
な
る
職
務
を
遂
行
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
通
説
的
に
は
、
県
丞
や
主
簿
は
水
利
・
糧
務
な
ど
を
掌
る

か
、
或
い
は
特
定
の
職
務
は
無
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
警
察
業
務
を
専
掌
す
る
巡
検
と
の
聞
に
職
務
上
の
相
違
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

従
っ
て
「
分
防
」
の
後
、
県
丞
・
主
簿
の
職
務
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
、
そ
れ
に
伴
っ
て
巡
検
の
職
務
に
も
変
化
が
生
じ
た
の
か

ど
う
か
、
然
り
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
変
化
で
あ
っ
た
か
を
郷
鎮
志
で
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
「
分
防
」
後
の
県
丞
・
主
簿
の
職
掌
に
明
確
な
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
記
述
か
ら
検
討
す
る
。
呉
江
県
丞
は
、
乾
隆
五
年

つ
つ
も
、
専
ら
賭
博
・
娼
婦
・
私
宰
（
耕
牛
の
屠
殺
）

（
刊
見
守

の
職
務
は
全
て
県
城
の
主
簿
に
委
任
し
た
。
県
丞
の
主
要
な
職
務
は
全
県
を
対
象
と
し
た
一
般
行
政
か
ら
特
定
区
域
の
警
察
業
務
へ
と

（
一
七
四

O
）
ま
で
県
城
に
駐
し
、
全
県
の
水
利
・
糧
務
を
職
掌
と
し
た
が
、
盛
沢
鎮
に
「
分
防
」
し
た
後
は
該
鎮
の
水
利
を
兼
理
し

チ

ン

ピ

ラ

ヤ

ク

ザ

・
私
鋳
・
嵩
主
・
盗
賊
・
地
根
・
打
降
の
八
事
の
取
締
り
に
当
り
、
そ
れ
ま
で

移
行
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
乾
隆
二
六
年
（
一
七
六
一
）
、
元
昆
新
県
丞
は
六
直
鎮
周
辺
の
棺
雑
な
水
路
網
に
起
因
す
る
盗
賊
の
出

没
を
理
由
に
該
鎮
に
「
分
防
」
し
た
。
そ
の
本
来
の
職
務
は
水
利
事
務
の
処
理
で
あ
っ
た
が
、
「
分
防
」
後
は
こ
れ
を
主
簿
に
委
ね
、



け
ん
か

賭
博
・
闘
殴
・
焼
鍋
（
漏
出
の
密
造
）

清代江南デルタ佐雑「分防」考

自
ら
は
誘
拐
・
逃
盗
（
盗
賊
の
庇
護
）

（連

な
っ
た
。
主
簿
の
職
務
も
ほ
ぼ
同
じ
傾
向
を
示
し
、
例
え
ば
、
帰
安
主
簿
は
菱
湖
鎮
に
駐
し
、
犯
罪
取
締
り
・
パ
ト
ロ
ー
ル
を
専
掌
す

（怨

る
と
同
時
に
水
利
を
兼
管
し
て
い
る
。
さ
ら
に
個
人
の
伝
記
か
ら
史
料
を
補
う
と
、
嘉
慶
年
間
に
青
浦
県
丞
（
七
宝
鎮
）
に
着
任
し
た

チ

ン

ピ

ラ

の

ん

だ

く

れ

チ

ン

ピ

ラ

お

ど

の

ん

F
fれ
の

の

し

っ

黄
文
華
は
「
地
視
・
酒
徒
を
必
ず
厳
し
く
懲
治
し
た
。
故
に
黄
公
の
在
任
中
に
は
地
根
が
店
舗
を
索
許
し
た
り
、
酒
徒
が
街
坊
で
罵
回
一
＝
一
一

ヤ
ク
ザ

L

ば

い

た
り
す
る
こ
と
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
賭
博
・
打
降
・
私
宰
耕
牛
及
び
演
花
鼓
戯
な
ど
人
を
堕
落
さ
せ
る
悪
習
に
至
つ
て
は
、
特
に
こ
れ

（忍

を
厳
禁
し
た
」
と
い
う
。
こ
こ
に
特
定
区
域
の
警
察
業
務
に
任
ず
る
県
丞
・
主
簿
の
姿
を
確
認
で
き
る
。

私
宰
・
塁
打
端
・
邪
術
等
の
摘
発
を
担
当
す
る
よ
う
に

一
見
、
農
村
の
警
察
署
長
と

も
い
う
べ
き
巡
検
と
同
様
の
職
務
に
任
じ
、

一
定
の
警
備
区
域
を
分
担
し
あ
う
よ
う
に
な
っ
た
か
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
県
丞
・
主
簿
の
駐
す
る
市
鎮
の
郷
鎮
志
の
記
載
は
こ
れ
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
さ
ら
に
多
様
な
職
務
を
果
た

す
県
丞
・
主
簿
が
描
か
れ
て
い
る
。
乾
隆
八
年
（
一
七
四
三
）
、
呉
江
県
丞
（
盛
沢
鎮
）
の
熊
晋
は
、
賭
博
場
・
妓
館
を
禁
止
し
訟

（忽

師
・
拳
勇
を
厳
し
く
懲
治
す
る
と
と
も
に
、
賑
粟
・
施
棺
等
を
奨
励
し
た
。
警
察
業
務
の
ほ
か
、
救
憧
・
善
挙
な
ど
に
も
携
わ
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。
ま
た
次
の
二
名
の
呉
江
県
丞
は
、
裁
判
の
前
段
階
に
お
け
る
調
停
の
ほ
か
、
軽
微
な
刑
事
案
件
な
ど
州
県
自
理
の
案
の

審
理
を
も
代
行
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
乾
隆
三
三
年
（
一
七
六
八
）
赴
任
の
史
尚
確
〔
山
東
楽
陵
県
挙
人
〕
は
生
ま
れ
つ
き
淳
撲
な

39 

人
物
で
、
清
廉
か
つ
慈
愛
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
も
め
事
を
判
決
す
れ
ば
、
に
こ
や
か
に
尋
問
・
結
審
し
、
原
告
・
被
告
と
も
に
承
服

（怨
し
た
。
乾
隆
六

O
年
（
一
七
九
五
）
着
任
の
崖
兆
麟
は
窃
盗
犯
を
厳
し
く
取
締
り
懲
治
し
た
。
捕
縛
後
犯
人
を
答
打
っ
て
繋
い
で
お
き
、

こ
夢
、

P」
4
Aソ

外
出
の
際
に
は
自
ら
の
輿
の
後
に
従
わ
せ
、
「
こ
い
つ
は
窃
盗
犯
だ
ぞ
！
」
と
人
に
叫
ば
せ
市
鎮
住
民
に
知
ら
し
め
た
の
で
、
窃
盗
は

（

怨

（

包

無
く
な
っ
た
と
い
う
。
佐
雑
は
本
来
審
理
の
代
行
の
み
な
ら
ず
訴
状
の
受
理
さ
え
も
禁
止
さ
れ
て
い
た
が
、
佐
弐
官
た
る
県
丞
が
県
城

（怨

を
遠
く
隔
て
た
市
鎮
に
在
っ
て
審
理
を
代
行
す
る
こ
と
は
充
分
に
推
測
可
能
な
範
囲
で
は
あ
ろ
う
。
た
だ
し
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
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こ
こ
に
確
認
さ
れ
た
県
丞
の
あ
り
方
が
単
に
よ
り
リ
ア
ル
な
事
実
を
伝
え
る
だ
け
で
な
く
、
郷
鎮
志
の
中
で
称
賛
さ
れ
た
、

い
わ
ば
H

期

待
μ

さ
れ
た
県
承
一
像
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
県
丞
の
審
理
の
代
行
は
市
鎮
住
民
に
と
っ
て
決
し
て
違
法
な
も
の
と
は

見
な
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
を
前
提
に
公
平
か
つ
厳
格
な
処
理
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
市
鎮
住
民
の
品
川
待
μ

の
観
点
か
ら
、
郷
鎮
志
に
お
け
る
巡
検
像
を
再
検
討
し
て
み
よ
う
。
嘉
慶
年
間
の
元
和
県
周
荘
巡
検

臨
栄
彊
〔
江
西
南
日
日
附
監
生
〕
は
「
暴
」
を
除
き
良
民
を
安
ん
じ
た
の
で
、
市
鎮
の
「
士
民
」
は
悦
服
し
た
。
ま
た
文
才
に
も
長
け
て

（幻）

い
た
と
い
う
。
「
暴
」
を
除
い
た
と
あ
る
か
ら
、
巡
検
の
本
来
の
職
務
た
る
警
察
業
務
に
つ
い
て
評
価
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
文
人

と
し
て
も
評
価
さ
れ
て
い
る
点
は
注
目
し
て
よ
い
。
戚
豊
・
同
治
頃
の
周
荘
巡
検
哀
鍾
琳
〔
漸
江
銭
塘
県
附
貢
生
〕
に
至
る
と
、
該
鎮

在
住
の
生
員
・
童
生
を
公
館
に
集
め
、
飲
食
を
準
備
し
て
毎
月
二
回
文
会
（
学
問
・
文
章
の
集
会
）
を
主
催
し
た
だ
け
で
な
く
、
彼
等

の
文
章
を
自
ら
批
評
し
甲
乙
を
定
め
優
秀
な
者
に
書
籍
を
贈
呈
し
た
。
そ
の
結
果
、
文
風
大
い
に
振
る
い
、
震
沢
県
の
荘
人
宝
、
呉
江

（怨

県
の
陳
麟
は
郷
試
に
合
格
し
た
と
い
う
。
こ
こ
に
描
か
れ
た
巡
検
の
姿
は
想
像
さ
れ
る
警
察
署
長
の
そ
れ
と
は
か
な
り
か
け
離
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
特
殊
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
嘉
慶
二
一
年
（
一
八
一
六
）
着
任
の
嘉
定
県
の
署
諸
程
巡
検
貌
邦
魯

は
、
循
良
・
風
雅
な
人
物
で
在
任
中
よ
く
文
人
と
交
際
し
た
ほ
か
、
酒
食
を
用
意
し
て
文
童
の
会
諜
（
リ
文
会
）
を
催
し
、
彼
等
の
文

（
畑
出

章
を
地
元
の
先
達
に
評
関
し
て
も
ら
い
彼
自
ら
が
甲
乙
を
定
め
た
。
そ
の
た
め
こ
の
会
か
ら
出
た
合
格
者
が
多
か
っ
た
。
警
察
署
長
の

み
な
ら
ず
文
人
と
し
て
市
鎮
の
知
識
人
層
と
交
流
す
る
巡
検
像
を
強
調
し
た
記
述
と
な
っ
て
い
る
。
乾
隆
一
二
年
（
一
七
五
六
）
着
任

の
呉
江
県
同
里
巡
検
陳
蔵
は
市
場
で
も
め
ご
と
を
見
か
け
れ
ば
、
即
ち
に
調
停
し
て
や
り
一
銭
も
取
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
前
年
か
ら

（初）

の
凶
作
に
対
し
て
救
植
を
行
な
い
全
く
横
領
す
る
こ
と
も
無
か
っ
た
の
で
、
「
士
紳
」
は
彼
に
敬
意
を
払
っ
た
。
乾
隆
三
五
年
（
一
七

七
O
）
に
署
巡
検
と
な
っ
た
粛
履
堂
〔
福
建
建
寧
人
、
国
子
監
生
〕

は
廉
潔
を
旨
と
し
非
常
に
貧
し
か
っ
た
が
、
職
務
に
励
み
毎
晩
巡



（
引
当

避
を
実
施
し
た
の
で
市
中
で
の
窃
盗
や
賭
博
は
無
く
な
っ
た
と
い
う
。
ま
た
澱
山
巡
検
楊
某
は
、
乾
隆
二

O
年
（
一
七
五
五
）
の
飢
鍾

（
明
。

の
際
、
奉
旨
し
て
朱
家
角
鎮
に
粥
廠
を
設
け
、
「
富
室
」
の
援
助
を
得
て
飢
民
に
粥
の
炊
き
出
し
を
行
な
っ
た
。
こ
れ
ら
諸
例
は
明
ら

か
に
警
察
業
務
の
評
価
だ
け
で
な
く
、
巡
検
自
身
が
清
廉
潔
白
で
善
挙
を
行
な
っ
た
こ
と
、
調
停
に
努
力
し
勅
索
し
な
か
っ
た
こ
と
、

市
鎮
の
知
識
人
と
交
流
し
敬
意
を
払
わ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
に
記
述
の
重
点
を
置
い
て
い
る
。
若
干
の
誇
張
を
考
慮
し
て
も
、

こ
こ
に
垣
間
見
え
る
巡
検
像
は
単
に
武
骨
な
警
察
署
長
の
一
面
の
み
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
実
態
に
そ
ぐ
わ
ず
、
県
丞
・
主
簿
と
同
様
、

清代江南デルタ佐雑「分防」考

市
鎮
の
知
識
人
と
親
し
く
交
際
す
る
、
あ
た
か
も
グ
鎮
長
d

の
如
き
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
「
分
防
」
の
佐
雑
は
、
事
実
上
県
域
を
分
割
し
た
、
市
鎮
を
中
核
と
す
る
一
定
空
間
の
行
政
官
H
P鎮
長
d

の
如
き
役

割
を
果
た
し
て
い
た
。
こ
れ
は
市
鎮
住
民
の
グ
期
待
μ

に
応
え
た
も
の
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
す
れ
ば
、
「
分
防
」
が
本
当

に
市
鎮
住
民
の
ρ

期
待
。
で
あ
っ
た
か
否
か
が
実
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
れ
は
「
分
防
」
が
必
ず
し
も
H

上
か
ら
d

の
押
し
つ
け

で
は
な
く
、
市
鎮
住
民
の
積
極
的
な
招
致
・
関
与
に
よ
っ
て
実
現
し
た
こ
と
で
傍
証
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
青
浦
県
丞
（
七
宝
鎮
）
は

（鉛）

「
黄
文
華
が
鎮
に
駐
舗
し
て
自
ら
の
給
料
を
支
出
し
、
ま
た
鎮
の
「
郷
衿
」
も
資
金
を
寄
付
し
た
」
の
で
街
門
を
建
設
で
き
た
。
嘉
定

（
則
。

県
丞
（
南
湖
鎮
）
街
門
も
該
鎮
の
「
紳
士
」
張
成
績
の
主
導
の
下
、
「
商
民
」
が
勇
躍
し
て
出
費
し
建
設
し
た
。
海
寧
州
判
（
長
安
鎮
）

（お
U

街
門
の
敷
地
は
該
鎮
の
監
生
陳
尭
の
寄
付
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
嘉
定
巡
検
は
、
乾
隆
一
二

O
年
（
一
七
六
五
）
、
諸
程
鎮
の
「
里
人

hg 

（H
鎮
人
）
」
沈
世
浩
と
「
紳
老
閏
」
が
協
力
し
て
呈
請
し
た
結
果
、
南
湖
鎮
か
ら
移
駐
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
佐
雑
の
「
分

防
」
の
背
景
に
は
、
史
料
中
で
「
郷
衿
」
「
紳
士
」
「
紳
書
」
「
商
民
」
「
里
人
」
と
表
現
さ
れ
る
階
層
、
即
ち
該
鎮
の
下
級
知
識
人
・
商

人
を
始
め
と
す
る
鎮
の
有
力
者
層
の
ρ
期
待
d

が
存
在
し
た
。
彼
ら
の
グ
期
待
d

の
中
昧
こ
そ
が
郷
鎮
志
に
垣
間
見
ら
れ
る
佐
雑
像
だ
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っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
警
察
業
務
に
止
ま
ら
ず
在
鎮
の
「
官
」
と
し
て
多
岐
に
わ
た
る
役
割
を
期
待
し
た
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
か
よ
う
な
方
法
で
佐
雑
が
農
村
部
へ
と
移
駐
し
た
こ
と
は
、
彼
ら
が
下
級
知
識
人
・
商
人
層
（
こ
れ
ら
は
地
主
に
重
な

る
）
に
か
わ
っ
て
グ
私
権
N

を
行
使
す
る
｜
l

そ
も
そ
も
地
主
の
ρ

私
権
μ

で
あ
っ
た
の
が
、
表
面
的
に
は
公
的
外
被
を
纏
う
1

1

可

能
性
を
学
ん
で
い
た
。
そ
の
具
現
化
さ
れ
た
も
の
が
「
追
租
局
」
「
押
佃
所
」
で
は
な
か
っ
た
か
。
な
ぜ
な
ら
「
追
租
局
」
な
ど
官
・

地
主
一
体
の
暴
力
装
置
は
、
市
鎮
に
招
致
さ
れ
た
佐
雑
が
運
営
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
一
二
木
聡
氏
は
潅
正
五
年
（
一
七

七

の
抗
租
禁
止
条
例
を
考
察
す
る
な
か
で
、
佐
弐
官
等
が
地
主
の
告
訴
を
受
理
し
、
抗
租
・
欠
租
し
た
佃
戸
に
恋
意
的
な
刑
罰
を

行
使
す
る
こ
と
を
違
法
と
す
る
、
康
照
四
四
年
（
一
七

O
五）

の
戸
部
な
ど
中
央
レ
ヴ
ェ
ル
の
認
識
を
紹
介
し
て
い
る

［
一
二
木
部
／

五
O
頁
〕
。
こ
れ
は
確
か
に
佐
弐
官
に
よ
る
抗
租
案
件
の
処
理
を
制
度
的
に
否
定
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
か
か
る
ρ

当
為
d

を

わ
ざ
わ
ざ
確
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
が
、
逆
に
そ
れ
と
は
議
離
し
た
地
方
レ
ヴ
ェ
ル
の
P

実
態
μ

｜
｜
抗
租
・
欠
租
は
本
来
な
ら
ば

知
県
が
処
理
す
べ
き
で
あ
る
が
、
「
細
事
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
佐
弐
官
等
に
委
ね
ら
れ
る
ー
ー
を
如
実
に
表
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
然
り
と
す
れ
ば
、
清
末
の
官
・
地
主
一
体
の
収
租
維
持
シ
ス
テ
ム
は
、
清
中
期
（
特
に
乾
隆
前
中
期
）
に
ま
で
そ
の
直

接
的
な
淵
源
を
湖
り
う
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

お

わ

~） 

本
稿
で
は
、
江
南
デ
ル
タ
に
お
け
る
佐
雑

i
i
特
に
県
丞
・
主
簿
・
巡
検

l
ー
の
「
分
妨
」
の
実
態
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
結

果
を
整
理
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
①
明
代
以
来
、
江
南
デ
ル
タ
農
村
の
治
安
維
持
は
主
に
巡
検
に
委
ね
ら
れ
て
き
た
。
と

こ
ろ
が
、
乾
隆
前
中
期
に
至
る
と
、
佐
弐
官
の
県
丞
・
主
簿
が
県
城
（
行
政
都
市
）
を
離
れ
て
「
分
防
」
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
県

丞
・
主
簿
・
巡
検
は
い
ず
れ
も
大
型
市
鎮
に
駐
観
す
る
例
が
卓
越
す
る
。
②
こ
れ
ら
佐
雑
は
皆
な
管
轄
区
域
を
有
し
、
市
鎮
本
体
及
び



後
背
地
農
村
（
若
干
の
小
鎮
・
大
市
を
含
む
）
を
管
轄
し
た
。
そ
の
管
轄
区
域
は
地
形
の
差
異
、
緊
落
形
態
の
相
違
な
ど
地
理
的
環
境

に
対
応
し
て
「
図
」
「
庁
」
な
い
し
「
村
」
ご
と
に
明
確
に
設
定
さ
れ
て
い
た
。
③
「
分
防
」
す
る
佐
雑
の
任
務
は
捕
盗
な
ど
警
察
業

務
に
止
ま
ら
ず
、
軽
微
な
刑
事
案
件
な
ど
一
部
の
州
県
自
理
の
案
を
裁
い
た
り
、
欠
租
を
審
追
す
る
な
ど
多
岐
に
渉
っ
た
と
推
定
さ
れ

る
。
④
右
の
「
分
防
」
の
実
態
か
ら
見
れ
ば
、
佐
雑
の
管
轄
区
域
は
実
質
的
に
州
県
の
領
械
を
分
割
し
た
一
種
の
行
政
的
な
領
域
と
見

な
せ
る
。

つ
ま
り
あ
る
一
定
の
社
会
的
経
済
的
レ
ヴ
ェ
ル
に
ま
で
到
達
し
た
市
鎮
が
国
家
権
力
の
行
政
系
統
へ
と
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
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を
意
味
し
よ
う
。
⑤
あ
る
一
定
の
社
会
的
経
済
的
レ
ヴ
ェ
ル
と
は
、
商
業
取
引
の
活
発
化
な
ど
市
鎮
の
経
済
的
な
発
展
の
み
な
ら
ず
、

下
級
知
識
人
（
生
員
）

・
商
人
層
を
始
め
と
す
る
政
治
的
経
済
的
力
量
を
備
え
た
階
層
の
市
鎮
へ
の
多
数
の
居
住
を
条
件
と
す
る
も
の

に
他
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
か
か
る
階
層
の
招
致
に
よ
り
佐
雑
の
「
分
防
」
が
実
現
す
る
場
合
も
少
な
く
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
⑥

以
上
の
結
果
か
ら
見
れ
ば
、
乾
隆
前
中
期
以
降
、
県
丞
・
主
簿
と
い
っ
た
佐
弐
官
と
巡
検
と
の
聞
の
職
務
上
の
差
異
が
少
な
く
な
っ
た

ょ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
佐
弐
官
の
グ
巡
検
μ

化
、
巡
検
の
H

佐
弐
官
μ

化
が
す
す
ん
だ
の
で
あ
る
。
⑦
下
級
知
識
人
・
商
人
等
の
階
層

が
佐
雑
を
招
致
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な
い
部
分
も
多
い
が
、

一
つ
に
は
彼
ら
が
自
己
の
要
求
を
直
接
的
間
接
的
に
政
治
に

反
映
さ
せ
る
た
め
、
上
級
の
州
県
へ
と
グ
回
路
μ

を
繋
ご
う
と
し
た
こ
と

（
現
実
的
目
的
）
を
想
定
で
き
る
。
ま
た
本
稿
の
冒
頭
で
言

及
し
た
森
氏
の
議
論
を
援
用
す
る
な
ら
ば
、
市
鎮
と
い
う
同
じ
地
平
に
立
っ
た
場
合
、
少
し
で
も
他
の
市
鎮
に
先
ん
じ
て
王
朝
国
家
の

行
政
体
系
へ
と
近
づ
こ
う
と
す
る
「
鎮
人
」
の
強
い
志
向
が
、
国
家
権
力
の
象
徴
と
し
て
の
「
分
防
」
を
招
致
せ
し
め
た

（
観
念
的
日

的
）
と
も
推
測
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
緑
営
の
「
洞
」

l
ー
「
大
汎
」
と
「
小
汎
」
の
二
階
層
か
ら
成
る
ー
ー
は
、
落
正
期
以
降
江
南
デ
ル
タ
農
村
へ
と
設
置
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展
開
さ
れ
、
本
稿
で
対
象
と
し
た
佐
雑
と
同
様
、
「
図
」
「
庁
」
を
用
い
た
明
確
な
管
轄
区
域
が
設
定
さ
れ
て
い
た

［
太
田
開
〕
。
緑
営
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の

「
汎
」
は
薙
正
年
間
、
県
丞
・
主
簿
の

「
分
防
」
は
乾
隆
中
期
と
い
う
多
少
の
タ
イ
ム
ラ
グ
が
存
在
す
る
と
は
い
え
、
な
ぜ
こ
れ
ら

の
時
期
、
江
南
デ
ル
タ
農
村
に
新
た
な
文
・
武
官
の
管
轄
区
域
が
出
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
の
と
こ
ろ
、

か
か
る
問
題
設
定
に

即
答
す
る
の
は
不
可
能
だ
が
、
簡
単
な
見
通
し
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
こ
れ
ま
で
の
明
代
江
南
デ
ル
タ
農
村
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て

き
た
知
く
、
明
朝
は
民
事
案
件
や
軽
微
な
刑
事
案
件
の
裁
判
を
里
老
人
に
委
譲
す
る
な
ど
、
里
甲
制
と
い
う
公
的
外
被
を
纏
っ
た
郷
居

地
主
層
に
農
村
の
治
安
を
委
ね
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
明
中
葉
以
降
、
明
末
に
至
る
ま
で
に
、
郷
居
地
主
の
没
落
、
郷
紳
の
城
居
化
、
里

甲
制
の
崩
壊
と
、
農
村
の
自
律
的
な
治
安
維
持
体
制
は
次
第
に
解
体
し
て
い
く
［
漬
島
位
／
五
五
六

1
七
頁
］
。
そ
し
て
明
朝
が
瓦
解

し
国
家
権
力
が
消
滅
す
る
と
、
人
々
は
我
が
身
を
守
ろ
う
と
自
衛
の
た
め
に
「
郷
兵
」
な
ど
狭
く
排
他
的
な
集
団
へ
と
結
集
し
て
い
つ

Tこ

［
岸
本
部
／
六

i

一O
頁］。

か
か
る
状
況
下
に
成
立
し
た
新
王
朝
U
清
は
ど
の
よ
う
に
し
て
市
鎮
を
中
核
と
す
る
農
村
の
治
安
維

持
を
再
構
築
し
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
緑
営
で
あ
り
、
佐
雑
で
は
な
か
っ
た
か
。

つ
ま
り
江
南
デ
ル
タ
農
村
の
治
安
は
官

府
H
国
家
権
力
自
ら
が
担
う
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
推
測
で
あ
り
、
緑
営
な
り
佐
雑
な
り

が
如
何
な
る
役
割
を
果
た
し
た
の
か
、
両
者
が
僅
か
と
は
い
え
明
ら
か
に
異
な
っ
た
時
期
に
農
村
へ
と
展
開
し
た
こ
と
は
何
を
意
昧
す

る
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
す
で
に
紙
数
は
尽
き
た
。
別
稿
に
て
論
ず
る
こ
と
に
し
よ
う
。

注
（1
）
滋
賀
秀
三
氏
［
滋
賀
倒
／
一
八
頁
］
に
よ
れ
ば
、
明
清
時
代
、
各
官
庁
は
正
宮
（
官
庁
と
し
て
の
意
思
決
定
を
行
う
。
襖
数
か
ら
な
り
、

第
一
席
・
第
二
席
な
ど
の
序
列
に
分
れ
る
）
・
首
領
官
（
部
外
か
ら
の
案
件
を
受
付
け
、
属
官
に
分
配
す
る
な
ど
、
事
務
の
進
行
に
全
般
的

に
目
を
配
る
）
・
属
官
か
ら
構
成
さ
れ
た
。
地
方
官
庁
の
場
合
、
や
や
こ
れ
と
異
な
り
、
正
官
の
う
ち
第
一
席
に
権
限
が
集
中
す
る
。
こ
れ

が
印
官
で
あ
り
、
第
二
席
以
下
は
佐
弐
官
と
し
て
区
別
さ
れ
た
。
他
面
、
地
方
に
は
属
官
が
置
か
れ
ず
、
雑
職
の
み
が
置
か
れ
た
た
め
、
首
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領
官
も
本
来
の
意
味
を
失
い
、
佐
弐
・
雑
職
の
同
類
に
見
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
、
中
国
の
研
究
者
は
首
領
官
・
雑
職
等
を
属
官
と

み
な
す
場
合
が
多
い
［
劉
子
揚
悦
／
二
二
頁
を
参
照
］
。

（2
）
州
に
は
正
印
官
の
知
州
（
従
五
品
て
佐
弐
官
の
州
同
（
従
六
口
問
）
・
州
判
（
従
七
日
間
）
、
首
領
官
の
吏
目
（
従
九
日
間
）
、
雑
職
の
巡
検

（
従
九
品
）
等
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
本
稿
が
対
象
と
す
る
江
南
デ
ル
タ
は
太
倉
（
直
隷
州
）
・
海
塩
（
属
州
）
の
二
州
の
み
で
あ
る
か
ら
、

必
要
の
無
い
か
ぎ
り
県
で
代
表
さ
せ
る
。
な
お
本
稿
で
は
州
県
の
佐
雑
の
み
を
考
察
の
対
象
と
し
、
府
の
佐
雑
を
含
め
な
い
こ
と
を
予
め
断

っ
て
お
く
。
ま
た
江
南
デ
ル
タ
の
語
は
松
江
・
蘇
州
・
常
州
・
太
倉
・
嘉
興
・
湖
州
の
五
府
一
直
隷
州
の
範
囲
を
さ
す
も
の
と
す
る
。

（3
）
滋
賀
氏
は
佐
弐
官
の
説
明
の
中
で
「
同
城
」
と
「
分
防
」
に
言
及
す
る
。
前
者
は
印
官
と
同
一
の
都
市
す
な
わ
ち
州
城
・
県
城
に
所
在
す

る
場
合
、
後
者
は
管
内
の
他
の
要
地
に
駐
在
し
て
出
張
所
と
し
て
の
役
割
を
果
す
場
合
を
さ
し
た
［
滋
賀
倒
／
一
一

l
二
頁
］
。

（4
）
県
丞
・
主
簿
・
巡
検
と
も
に
各
県
一
名
を
基
準
と
し
て
算
出
し
た
。
即
ち
一
O
O
%
で
各
県
一
名
の
設
置
を
意
味
す
る
。
江
蘇
省
の
巡
検

の
場
合
一
三
三
一
・
一
一
一
%
で
あ
る
か
ら
、
三
県
に
一
県
は
二
名
の
巡
検
を
設
け
た
計
算
に
な
る
。

（5
）
駅
丞
・
税
課
司
大
使
・
倉
大
使
・
河
泊
所
官
等
の
佐
雑
も
あ
っ
た
が
、
未
入
流
で
官
品
は
低
く
く
、
存
廃
常
な
ら
ぬ
状
態
で
あ
っ
た
。

（6
）
潰
島
氏
に
よ
れ
ば
、
「
図
」
と
は
「
（
県

l
）
都
（
保
・
区
）
図
｜
字
庁
近
」
と
表
現
さ
れ
る
、
江
南
デ
ル
タ
の
魚
鱗
図
冊
に
お
け
る

土
地
所
在
の
標
記
方
式
で
あ
っ
た
［
太
田
開
／
三
五
頁
を
参
照
］
。

（7
）
漸
江
省
の
順
荘
編
里
法
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
伊
原
舗
を
参
照
。

（8
）
嘉
慶
『
松
江
府
志
」
巻
一
回
建
置
志
、
上
海
県

（9
）
光
緒
『
青
浦
県
志
』
巻
三
O
雑
記
（
方
志
叢
書
第
一
期
一
六
、
第
四
冊
、
二
二
O
七
i
九
頁
参
照
）

（
叩
）
典
史
凡
轄
城
内
外
全
図
一
〈
五
区
廿
六
図
〉
、
分
図
半
〈
六
区
十
七
下
図
〉
、
在
城
分
図
三
〈
五
区
十
二
図
、
四
区
九
廿
四
図
、
六
区
六
図
、

郷
図
属
澱
山
巡
検
〉
、
図
共
五
〈
皆
属
五
十
保
〉
（
光
緒
『
青
浦
県
志
」
巻
一
一
一
O
雑
記
、
〈
〉
内
は
割
注
、
以
下
同
じ
）
。

（U
）
醇
澱
・
蓮
子
両
湖
塩
泉
私
版
、
職
専
巡
捕
。
県
西
一
百
二
図
盗
案
亦
資
巡
絹
、
昆
邑
金
区
三
図
兼
管
轄
謁
（
嘉
慶
『
珠
里
小
志
』
巻

八
官
署
）
。

（
立
）
乾
隆
一
二
年
『
呉
江
県
志
」
、
巻
八
公
署
、
乾
隆
一
一
年
「
震
沢
県
志
」
巻
七
公
署

（
臼
）
乾
隆
『
呉
江
県
志
』
、
巻
三
郷
都
図
庁
〈
方
志
叢
書
第
二
期
二
ハ
三
、
第
一
冊
、
一
一
六
i
二
二
頁
〉
、
乾
隆
『
震
沢
県
士
山
」
巻
三
郷
都
図

庁
〈
方
志
叢
書
第
一
期
二
O
、
第
一
冊
、
一
七
二

i
八
一
買
〉
は
、
各
佐
雑
の
管
轄
区
域
を
詳
細
を
記
す
が
、
煩
雑
な
た
め
こ
こ
で
は
省
略
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す
る
。
頁
数
を
挙
げ
て
お
い
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
各
管
轄
区
域
が
「
図
」
と
無
関
係
に
「
牙
」
で
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
た
と
え

ば
呉
江
県
「
二
都
副
扇
二
十
図
」
の
「
柳
膏
苛
」
の
み
典
史
の
管
轄
、
他
庁
は
全
て
同
里
巡
検
が
管
轄
し
た
こ
と
、
同
県
「
十
二
都
副
扇
七

図
」
も
「
西
城
庁
」
の
み
典
史
の
管
轄
、
他
庁
は
全
て
扮
湖
巡
検
の
管
下
に
在
っ
た
こ
と
か
ら
判
明
す
る
（
乾
隆
『
呉
江
県
志
』
巻
三
郷
都

図
庁
）
。

（M
H
）
乾
隆
「
呉
江
県
志
」
巻
五
戸
口
丁
（
一
五
二
頁
）
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
分
県
し
た
薙
正
四
年
に
も
保
甲
の
清
査
を
命
じ
て
い
る
。
し
か
し

遵
守
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
、
薙
正
九
年
に
至
っ
て
厳
し
く
保
甲
を
実
施
し
た
と
述
べ
る
。
乾
隆
『
震
沢
県
志
』
巻
四
人
丁
、
戸
口
に
も
同
様

の
記
載
が
あ
る
。

（
日
）
乾
隆
「
呉
江
県
志
』
巻
五
一
戸
口
丁
に
「
至
乾
隆
九
年
、
知
県
丁
元
正
奉
文
逐
戸
清
査
。
於
是
凡
戸
口
総
数
細
数
、
始
皆
得
其
実
云
」

と
あ
る
。
乾
隆
『
震
沢
県
志
』
巻
四
人
丁
、
戸
口
の
記
載
か
ら
、
震
沢
県
で
も
問
時
に
保
甲
を
再
編
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

（
珂
）
乾
隆
「
呉
江
県
志
』
巻
九
営
洞
、
水
柵
（
二
六

O
頁
）
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
典
史
は
巡
検
と
同
じ
く
県
城
に
近
い
水
柵
を
管
轄
し
て
い
る
。

ま
た
盛
沢
鎮
に
「
分
防
」
し
た
呉
江
県
丞
（
管
理
盛
沢
鎮
事
務
県
丞
と
も
称
す
る
）
の
職
務
は
、
や
や
他
の
県
丞
に
比
し
て
や
や
特
殊
で
あ

り
、
鎮
本
体
の
み
を
管
轄
し
た
よ
う
で
あ
る
［
太
田
開
／
ゴ
一
七
i
八
貰
を
参
照
］
。

（
口
）
明
代
の
巡
検
は
兵
部
系
統
に
属
す
る
が
、
清
代
で
は
州
県
（
宙
人
部
）
系
統
に
属
し
て
い
る
。
正
徳
「
大
明
会
典
」
巻
一
一
三
、
兵
部
八
、

関
津
一
、
設
置
巡
検
司
お
よ
び
光
緒
「
大
清
会
典
」
巻
五
吏
部
、
巡
検
司
を
参
照
。

（
時
）
主
弾
圧
盛
沢
鎮
、
稽
査
八
事
〈
賭
博
・
窃
娼
・
私
宰
・
私
鋳
・
姦
匿
・
盗
賊
・
地
梶
・
打
降
〉
、
移
県
究
擬
、
兼
理
本
鎮
水
利
〈
按
自
分

江
・
震
両
県
後
、
丞
管
水
利
、
兼
糧
務
。
乾
隆
五
年
六
月
、
移
駐
盛
沢
鎮
。
旧
所
管
事
、
併
帰
主
簿
〉
（
同
治
「
盛
湖
志
』
巻
七
官
制
、
呉

江
県
丞
）
。

（
m
m
）
乾
隆
二
十
六
年
十
月
初
九
日
、
吏
部
等
部
、
為
蒙
請
移
駐
官
員
、
分
防
弾
圧
、
以
縛
地
方
事
。
：
：
：
査
蘇
州
府
元
和
県
之
六
直
鎮
〔
H
六

直
鎮
。
引
用
者
補
〕
界
連
昆
山
・
新
陽
二
県
、
支
河
双
港
、
四
通
八
達
、
為
宵
小
出
波
之
所
。
地
方
緊
要
、
難
有
巡
検
、
微
員
未
足
以
資
弾

圧
。
請
将
元
和
県
県
丞
移
駐
六
直
鎮
、
昆
山
・
新
陽
二
県
之
附
近
村
庄
、
弁
令
兼
轄
O
i－
－
－
再
元
和
県
県
丞
既
移
駐
六
直
、
原
管
水
利
事
務
、

査
有
昆
山
県
主
簿
、
並
無
専
司
事
件
、
応
請
改
隷
元
和
県
、
専
司
水
利
O
i
－
－
－
凡
遇
姦
拐
・
逃
盗
・
賭
博
・
劉
殴
・
焼
鍋
・
私
宰
以
及
異

端
・
妖
術
等
項
事
、
宜
均
聴
該
県
丞
査
撃
、
解
県
究
治
（
乾
隆
『
呉
郡
甫
里
志
」
巻
二
設
官
）
。

（
却
）
地
勢
割
訴
、
水
道
叢
雑
、
弾
圧
巡
絹
、
兼
管
水
利
（
光
緒
「
菱
湖
鎮
土
砂
」
巻
二
公
厩
）
。
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（
幻
）
（
黄
文
華
〕
其
於
地
根
・
酒
徒
、
必
厳
懲
治
。
是
以
終
黄
公
之
世
、
店
津
無
地
梶
索
許
、
街
坊
無
酒
徒
罵
雪
也
。
至
於
賭
博
・
打
降
・
私

宰
耕
牛
及
演
花
鼓
戯
等
一
切
壊
人
心
術
・
悪
習
、
特
行
厳
禁
（
『
七
宝
鎮
小
志
』
（
抄
本
、
年
次
不
明
）
巻
二
宮
師
、
県
丞
署
）
。

（
幻
）
熊
晋
、
字
傷
庵
、
江
西
南
昌
人
。
乾
隆
八
年
在
任
。
以
盛
沢
地
狭
民
調
、
良
秀
雑
処
、
厳
申
禁
令
、
博
場
・
妓
館
駆
除
殆
尽
、
峻
治
訟

師
・
拳
勇
、
民
無
詐
擾
。
遇
地
方
釜
口
事
賑
粟
・
施
棺
掩
埋
之
類
、
必
奨
勧
曲
成
（
同
治
「
盛
湖
志
」
巻
七
政
績
）
。

（
お
）
史
尚
確
、
山
東
楽
陵
挙
人
。
乾
隆
三
十
三
年
、
在
丞
。
任
性
浮
撲
、
清
廉
慈
恵
、
判
決
民
事
、
和
顔
訊
結
、
両
造
皆
服
（
同
治
「
盛
湖
志
』

巻
七
政
績
）
0

（
但
）
崖
兆
麟
、
湖
北
江
夏
人
。
乾
隆
六
十
年
、
摂
丞
家
。
厳
絹
窃
底
、
窮
治
其
党
、
答
而
繋
之
、
出
則
令
随
輿
後
、
使
人
呼
日
「
此
犯
窃
者
」
。

偉
市
人
共
識
之
、
由
是
底
無
所
容
、
里
無
窃
案
（
同
治
『
盛
湖
志
』
巻
七
政
績
）
。

（
お
）
原
来
佐
弐
宮
以
下
は
裁
判
権
を
有
さ
ず
、
裁
判
に
関
与
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
緊
急
性
の
な
い
通
常
の
訴
え
を

受
理
す
る
こ
と
も
固
く
禁
ぜ
ら
れ
て
い
た
。
滋
賀
川
出
／
五
六
頁
を
参
照
。

（
部
）
例
え
ば
、
時
期
的
に
は
や
や
下
る
が
、
民
国
『
台
州
府
志
』
（
漸
江
省
）
巻
五

O
建
置
略
一
、
黄
巌
県
に
よ
れ
ば
、
同
治
六
年
（
一
八
六

七
）
に
烏
巌
に
「
分
防
」
し
た
県
丞
は
、
該
地
が
県
城
を
遠
く
離
れ
る
こ
と
を
理
由
に
詞
訟
の
受
理
の
み
な
ら
ず
、
柳
杖
以
下
の
裁
判
権
を

も
付
与
さ
れ
て
い
る
（
一
、
准
理
詞
訟
、
以
佐
治
理
。
：
：
：
今
移
駐
分
防
、
応
請
該
管
荘
内
、
有
闘
殴
賭
窃
姦
私
索
詐
及
戸
婚
国
債
事
、
罪

在
柳
杖
下
者
、
或
被
禁
・
峨
求
・
押
放
等
、
帰
県
丞
地
問
埋
、
結
後
移
詳
備
案
）
。
ま
た
「
抗
欠
之
戸
」
が
あ
れ
ば
、
「
提
追
柳
一
豆
す
る
こ
と

を
も
認
め
て
お
り
（
一
、
常
催
糧
賦
、
以
収
時
間
助
O
i
－
－
有
抗
欠
之
戸
、
由
丞
提
追
柳
一
否
、
清
末
の
農
村
の
状
況
を
色
濃
く
反
映
し
た
職

務
と
な
っ
て
い
る
。

（
幻
）
除
栄
彊
、
字
朴
堂
、
江
西
南
昌
県
附
監
生
。
嘉
慶
問
、
在
任
六
年
、
除
暴
安
良
、
士
民
悦
服
。
好
属
文
頗
筒
浄
、
陳
秘
増
輯
『
白
一
豊
擬
乗

（
周
荘
鎮
の
鎮
志
。
引
用
者
補
）
』
序
言
、
是
其
手
筆
（
光
緒
『
周
荘
鎮
志
」
巻
二
公
箸
）
。

（
お
）
哀
鍾
琳
、
字
亦
斎
、
漸
江
銭
塘
県
附
貢
生
。
：
：
：
甲
子
（
同
治
三
年
）
春
、
〔
哀
鍾
琳
〕
招
在
鎮
生
童
、
集
其
公
館
為
文
会
、
供
備
飲
食
、

一
月
二
挙
、
親
定
甲
乙
、
前
列
者
贈
以
書
籍
。
自
是
文
風
大
振
、
震
沢
荘
人
宝
・
呉
江
陳
麟
、
於
是
歳
冬
及
丁
卯
（
同
治
六
年
）
科
、
先
後

領
郷
薦
（
光
緒
「
周
荘
鎮
士
必
』
巻
二
公
署
）
。

（
却
）
貌
邦
魯
〈
嘉
慶
二
十
一
年
署
任
〉
、
号
春
照
、
湖
南
人
。
循
良
風
雅
、
在
任
好
親
接
文
人
、
嘗
備
酒
銭
、
起
文
童
会
課
、
請
本
地
先
議
評

関
、
親
定
甲
乙
。
是
科
学
憲
歳
試
、
在
会
多
獲
信
者
（
戚
豊
「
紫
院
村
志
』
巻
三
官
署
、
諸
相
龍
司
循
吏
）
。
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（
初
）
陳
銭
、
山
東
済
事
人
。
乾
隆
二
十
一
年
任
。
：
：
：
間
行
於
市
、
見
有
争
者
、
即
判
決
解
去
、
不
索
株
儀
、
毎
以
無
事
為
福
。
：
：
：
値
（
乾

隆
）
二
十
年
荒
、
督
賑
於
庖
村
、
一
無
染
指
、
真
廉
吏
也
。
士
紳
共
礼
之
（
民
国
『
同
里
志
』
巻
一
九
人
物
志
一

O
、
官
蹟
）
。

（
但
）
粛
履
堂
、
｛
子
敬
斎
、
建
寧
人
、
因
子
監
生
。
乾
隆
三
十
五
年
、
署
同
里
巡
検
。
廉
潔
白
矢
、
不
名
一
銭
。
地
多
窃
匪
・
賭
博
、
履
堂
夜
常

巡
徽
市
中
、
好
完
以
白
山
（
民
国
『
同
里
志
』
巻
一
九
人
物
志
一

O
、
官
蹟
）
。

（
沼
）
乙
亥
歳
（
乾
隆
二

O
年
）
大
緑
、
〔
澱
山
巡
検
楊
某
）
奉
旨
施
賑
、
珠
里
粥
廠
設
旧
城
陸
相
。
里
中
富
室
亦
各
出
蔵
粟
、
施
恵
郷
党
（
『
珠

里
小
志
』
巻
一
八
雑
記
）
。

（
話
）
嘉
慶
問
、
四
川
黄
文
華
、
来
在
蕊
土
、
白
出
俸
銀
、
弁
合
鎮
郷
衿
共
楽
梢
資
、
即
於
南
鎮
南
街
西
隅
、
住
旦
房
舎
一
所
、
修
葺
之
、
以
為
公

箸
（
『
七
宝
鎮
小
志
』
巻
二
官
師
、
県
丞
署
）
。

（
担
）
朔
之
紳
士
張
君
成
績
、
首
侶
鳩
工
、
溺
之
商
民
急
公
恐
後
（
嘉
慶
『
南
湖
鎮
志
」
巻
二
営
建
、
分
防
県
丞
署
、
「
重
修
南
湖
分
防
庁
碑
記
」
）
。

（
出
）
署
基
地
三
畝
三
分
三
厘
、
監
生
陳
完
欽
指
（
同
治
『
修
川
小
志
』
巻
上
官
署
、
州
判
署
）
。

（
部
）
国
朝
乾
隆
三
十
年
建
。
地
当
三
邑
交
界
、
向
来
盗
賊
規
避
潜
蔵
、
視
為
淵
薮
、
居
民
苦
之
。
里
人
沈
世
浩
協
同
紳
者
、
呈
請
設
建
司
署
、

白
指
基
地
・
一
房
一
屋
（
光
緒
『
盤
龍
鎮
志
』
官
署
、
諸
翠
鎮
巡
検
司
）
。

参
考
文
献
一
覧

稲
田
清
一
四
一
「
清
末
、
江
南
の
鎮
董
に
つ
い
て
！
松
江
府
・
太
倉
州
を
中
心
と
し
て
1
」
森
正
夫
編
「
江
南
デ
ル
タ
市
鎮
の
研
究
』
名
古
屋

大
学
出
版
会
、
所
収

伊
原
弘
介
剖
・
「
清
新
郷
村
支
配
の
構
造

i
漸
江
省
順
荘
法
に
基
づ
い
て
」
横
山
英
等
編
「
中
国
社
会
史
の
諸
相
』
勤
草
書
一
房
一
、
所
収

太
田
出
悌
一
「
清
代
緑
営
の
管
轄
区
域
と
そ
の
機
能
江
南
デ
ル
タ
の
洞
を
中
心
に
」
『
史
学
雑
誌
』
一

O
七
｜
一

O

片
山
剛
叫
一
「
珠
江
デ
ル
タ
の
集
落
と
「
村
」

i
清
末
の
南
海
県
と
順
徳
県
」
『
待
兼
山
論
叢
』
（
史
学
篇
）
一
一
八

川
勝
守
的
山
一
「
明
代
、
鎮
市
の
水
柵
と
巡
検
司
制
度

l
長
江
デ
ル
タ
地
域
に
つ
い
て

i
」
『
東
方
学
』
七
四

岸
本
美
緒
町
一
「
明
清
交
替
期
の
江
南
社
会
」
『
歴
史
と
地
理
』
四
八
三

小
島
淑
男
白
一
「
辛
亥
革
命
前
夜
に
お
け
る
蘇
州
府
の
農
村
社
会
と
農
民
闘
争
」
東
京
教
育
大
学
ア
ジ
ア
史
研
究
会
編
「
近
代
中
国
農
村
社

会
史
研
究
』
大
安
、
所
収
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滋
賀
秀
三
制
一
『
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
』
創
文
社

西
川
喜
久
子
卯
一
「
珠
江
三
角
洲
の
地
域
社
会
と
宗
族
・
郷
紳
上
岡
山
海
県
九
江
郷
の
ぱ
あ
い
｜
」
『
北
陸
大
学
紀
要
』

演
島
敦
俊
昭
一
「
明
代
江
南
農
村
社
会
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会

岡
田
一
「
明
清
時
代
、
中
国
の
地
方
監
獄
！
初
歩
的
考
察

l
」
『
法
制
史
研
究
』
一
一
一
三

同
開
一
「
明
清
時
代
、
江
南
農
村
の
「
社
」
と
土
地
廟
」
『
山
根
幸
夫
教
授
退
休
記
念
明
代
史
論
叢
』
下
巻
、
汲
古
書
院
、
所
収

同
町
一
「
農
村
社
会
｜
覚
書
」
森
正
夫
等
編
「
明
清
時
代
史
の
基
本
問
題
』
汲
古
書
院
、
所
収

三
木
聡
随
一
「
抗
租
と
法
・
裁
判
｜
薙
正
五
年
（
一
七
二
七
）
の
〈
抗
租
禁
止
条
例
》
を
め
ぐ
っ
て

l
」
「
北
海
道
大
学
文
学
部
紀
要
」
三
七
｜
一

森
正
夫
但
一
「
清
代
の
郷
鎮
志
に
お
け
る
地
域
社
会
観

i
江
南
デ
ル
タ
に
即
し
て
｜
」
森
正
夫
編
「
旧
中
国
に
お
け
る
地
域
社
会
の
特
質
』

平
成
2
1
5年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
、
一
般
研
究
〈
A
）
研
究
成
果
報
告
書
、
所
収

同
開
一
「
江
南
デ
ル
タ
の
郷
鎮
志
に
つ
い
て
｜
明
後
半
期
を
中
心
に
｜
」
小
野
和
子
編
『
明
末
清
初
の
社
会
と
文
化
」
京
都
大
学
人

文
科
学
研
究
所
、
所
収

劉
子
揚
倒
一
『
清
代
地
方
宮
制
考
』
北
京
紫
禁
城
出
版
社

晋
ノ
章
義
刷
出
一
「
新
荘
巡
検
之
設
置
及
其
職
権
与
功
能
」
「
食
貨
月
刊
』
復
刊
二
｜
八
／
九

白
星
・
富
国

S
F（
塵
同
祖
）
（

E
o
s－
E
S－
e
s
s
s
s明言
S帆
sagas－円言
SEhv出
向
司
副

H
S
F
E島
国
自
主
国
片
山
呂
田
宮
昼

g

四

［
附
記
］
本
稿
脱
稿
後
、
張
研
「
清
代
市
鎮
管
理
初
探
」
『
清
史
研
究
』
一
九
九
九
｜
一
、
川
勝
守
『
明
清
江
南
市
鎖
社
会
史
研
究
』
（
汲
古
書
院
、

一
九
九
九
年
）
、
森
正
夫
「
清
代
江
南
デ
ル
タ
の
郷
鎮
志
と
地
域
社
会
」
「
東
洋
史
研
究
』
五
八
｜
二
、
一
九
九
九
年
が
相
次
い
で
発
表
さ

れ
た
。
い
ず
れ
も
本
稿
と
深
く
関
わ
る
た
め
、
参
照
す
べ
き
点
が
少
な
く
な
い
。
別
稿
に
て
言
及
す
る
こ
と
に
し
た
い
。（
文
学
研
究
科
助
手
）
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